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リピンに£、ける農地改革の新展開フィ
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改革を同政権の；重治、政策として実地してきえのでゲ）h主

フィリピンにおいては，現行農地かくて，ある。
農地改準法の内容

II 農地改革の実施状況

m 三1/1@Jと諸問題

むすぴ

改革法が制定せられそれに基／）＼‘亡農地改革が実

すでに 7年んかい年月を経過Ji在されてきてJ.:L1と、

したのである。

このような

さわめて限られたもの

にすぎなかった。その理由なU、し背景ははたして

そこにL、かなる問題が生じている

それが本／ト慌における筆青山M・大の関心令～h

ところで，模地改革実施の成果は，

午Jjの長さとは無関係に，
東南アジアにおいぐ現在民地改

革を実施iドのiまとんど唯一の司といっ亡上 L、。

れだけに，この農地改革の成否， その進捗状況に

ついて特別な関心が寄せられるのである。

そ

めじtま

フィリピ。ン；ま，

以下限んj1 ／；こ資料からではあ

また，

ザ v ィ r

N ' 

hー一、

なに泊、

のである。

この国

においてはじめて農地改革法が制定せ γ＼れたの

19:J;:i午ブグサイサイ大統領の下にJ3＂‘てであは，
できるだけ幾地改革の実施状況を明らかに

ブィリピンのような社会経済的条

ft＼ーの下で上か「〉の農地改革が＇－＂ 1miせざるをえない

附郊と問題をでき 4かぎり検討し亡みたいと行え

るが，

するとともに，
このとき制定せられた農地改革法しかし，った。

る。まずはじめに現行農地改革法の内容を概略

ついでその実施状況， 当閣する諸問題のJi慌で

月察を進めることにする位2｝。

Uti) 1955年農地改革法につい ζは，拙稿『1 イ

リピンの土地制度と小作立法の民開』（アジア経済研

究所，日目和37年〉を参照されたい。

（注2) 本lliとともに拙稿「u也制度と農地改＇f'J 

c-:;，；原幸貝I）事，，i『ア fりピンのf主主 現状と課短』，ア

ジア経済研究所，昭和45年所収〉を参照されれば学い

である。

本稿では，き今にかなり詳しく取り扱った農地＆If

法;f;!J定の背主（t.t' ,f（複を避けらために割愛した。；4: 在•］

u, 1lli稿に才hL、

と11lて， f量地改『トの！楚施1伏況と望T百iiしている問題の検

,f、Iに，1¥:ぷ，、をi花くものである。

し、

これReform Code，共和国法3844号）が制定せられラ

によってふたたび農地改革が実施されるに至っ

その後， 1965年末の大統領選挙戦においてマfこ。

カパガル大：f!e;i頁はナショナリスタ党のマノレコスiこ

,. Jレコス大統領

はマカパガ／レの制定した農地改革法をそのままひ

きついで，民地改革を実施iドである。

このように前政権の政策を後円政権がその

ブィ I）ピン

(Land Reform Act of 1955，共和国法1400｝｝）は，

その実埴に士山、てほとんど実効をみ？：.，二となく，

事実上立消えの状態になってしまった（内 l〕。そ

の後， 1963年 8月にリベラル党のマカパガノレ大統

領の下で新た；こ農地改革法（TheAgricultural Land 

敗れて大統領の地位を退いとが，

では，

まま踏襲するとし、うことはきわめて稀な例に属す

しかもマルコス大統領はこの農地るといえるが，
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Ⅰ農地改革法の内容
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I 農地J＇［.＿革法の内容

現在、？ Iしコス政権が実施している農地改革は，

1963年 8月8日制定の AgriculturalLand Reform 

Codeに依拠している。そこで，以下現行農地改

革の内有を， この法律，s::_＇.＿＿たがって *E略説明す

る。第二条いおいて，同法律は農地改革の目的を

つぎのように規定している。

(1) 7 { jピン豊業の基礎として白作農耕湘！

と経済的家族規模農坊を確立し，その結果農業

面における地主資本を工業資本に転換するこ

と。

(2) 宵芹己主制度的一点悼と潰行から解放された

小農民山咋厳を達成す令ること。

(3) 生産性増大と農業所得の向上に資するよ

うな真に活力ある社会経済構造を農業箇で創出

する二と

(4) あらゆる労働法規を工業および農薬賃金

労働者の双方に平等無差別に適用すること。

(5) t P と強力で組織的な再入植，ff1r雨および

公有地配分J十画を実施すること。

(6) 小農民をいっそう独立した白主的かっ責

任能力ある市民とし，わが民主主義社会におけ

る真の力の源泉たらしめること。

このように 7ィリピ／の農地改革法は‘現在の

小作農（大部分刈分小作農〉を自作農に転換し， そ

れによ ／＇て空業・農民を民主主義社会の基礎たら

しめようとしている点では， あらゆる低開発諸国

の農地改革の場合と軌をーにする。しかしながら，

フィリピンの現行農地改革においてきわめて特徴

的なことは‘ との小作農の自作農への転機が一挙

に行なわれるのではなくて漸進的・段階的に行な

われようとしていることである。すなわち，フィ

リピンの農地改革は 2段階から成るところに重要

な特色があるのであって， その第l段階におい

て現夜の刈分小作農（sharetenant）を定額措地農

(le； 時1-,older）に転換し，その後の第2段階におい

てはじめて定額借地農を自作農に転換するという

のである。 このようにフィリピン政府が農地改革

の実施を 2段階に分けた理由について農地改革実

施の最高責任者である農地庁長官エストレリヤ

は，つぎのように説明している（注目。第 1に，現

在のメlj分小作農は独立の経営者としての資格を欠

uてし、るから， 定額措池農という中間段階で政府

機助の下で独立経営者にふさわしい経営能力を身

につけさせるというのであり，第2に，地主の土

地を買収して自作農を創設するためには，政府は

資全的にもその他の手続的なhでもまだ準備がで

きていないというのである。 このあとの点は，フ

ィリピン政府が真に農地改革を実施する意図をも

たないことを裏書きするものと批評されでもしか

たのないとこんであろう。そして，このような批

評は，農地改革の第 1段階から第2段階への移行

お上ぴ第2段階の完成カ泊、かなる時間表にしたが

って行なわれるカhを法律も政府もまったく明確に

していない Ul'2〕ことと思い合わせるとき，ますま

す妥当性をもってくるように思われる。

現在， フィリピン政府の実施しているのは農地

改革の第 1段階なのであるが， しかもそれは全地

域にわたって行なわれているのではない。農地改

革区 (landreform district）の選定・布告によって，

その地区内に限って実施しているのである。この

場企，農地改革区選定の基準としてあげられてい

るのは，（1）刈分小作農比率，（2）地籍調査，（3）定額

借地および生極性前大を望む農民の意志，（4）濯i低

(5）比較的多くの潜在的未利用地の存在，の；It.つの

項目である。そして，これらの五つの項目を指数

化してその総合指数の高い順位にしたがって農地
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改革ぽを選定すると L‘うのである。 これ主でのと

ころでは， ノミi也改革｜えのj~定・布告ft ノレソン品に

限定され， とくに託業不安の，f:,r主で、ある中部ルソ

ンに集中し Cし、る。

ところで， 政府がnu也改革rzを選定し布告；を行

なうとそのj也1<1t"lの刈分 Fト作契約はJド｛，法と t,:

I) , 刈分1）、f乍設は本人や地主が望むと ＜－？） まざると

にii、かわら , I 3 J農業年度の終j) りには定在員借地

ノ去になることができる。 つまり強制転換が規定さ

れているのであるc この点はきわめて：点要ふl.（と

いわなけれは、ならないハなぜならばjえf-r，］、作立法

(Agricultural Tenancy Act of 1%4お上び 1959,rr; 

Jj改正法jの規定（第14条）によっても、 メI］分小作

良は任j百；［こ定額イ昔地患に転換する三とが可能どな

っているか i'，であるc t: t；：ヘ 三び）t発，tn{{C(Eit,
これまでのと二ろではほとんど千f名無実とぷ，て

し、ん それにはい〕支でもなく尾山が｛｛（J:L口、

之、 'J）でホ，，ご、 i三とえばフィリヒ「ンにおuるt¥ll.:t::

び）小作農に J乞し、寸ゐ J-E倒的優位などもその大さな

ま型由の っと L、j，なければならtn、。 そして政府

はこういった点を考慮し． 民地改－,il',:[{f二限定し強

制プJ( ,1 をもぺて刈分小作農の定指借地改への転

挽を実現Lょうと LてL、るのであるり

（注） 法律の規定（第4条）によるかぎりでは政府

：土強制力をもゾているが，実際のj室長におし、亡はかな

らずしもそうなってし、ない（この点につL、ては同連す

らが疑念を提出してし、る）＇ 14九農地改革！えにおける刈

分小作農の定斜計f也農への転換は実際ときわめて限ら

れてしらが，それは刈分小作農が転換を空まぬ場｛：；＇に

そのままに止まらしめているからである i 引っ政府

があえて法律企強制しない背後にはそれなりの理由が

あるのであるが（後述），そのために法を法として尊民

しなャ空ノ之、を全引会的に強めるとすれば重大であろう

（，些に， it；を主主として尊京しない→般的空気のなかで，

このような現象が促進されていると考えるのが正しし、

かもしれよJ。農地庁長官ヱストレリヤ白身が、 7 i 

リピンの農地改1¥'，をアジアにおv、てユ二ーケな仁のt:
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人Lめてし‘るのはその民主主義的F絞きであると L、

I われわれは強制と暴力なLに農地改革を成功さすこ

とができる1( :1 G iと述べてk、るのであるが，これは農

地改革の強制規定を歪めてャる口実ではないか正考え

ら;ftるq

土こんで、 メlj分小作農が定額借地農に板、化Lた

J≫} f，には， その；J、作料は；，：1J分の場f干の定率かじ定

額どしてllil定されたものとなる（iinc, 第：M条の焼

定に上;itぱ、定額借地底の小作料額は， 契約時を

さかのぼる直前3年間の平均通常収穫高から稀子

お上ヴ収穫、脱穀，荷積，運搬，加工費を搾除し

た残り部分の＇.＇. 5'Y.，相当分を越えてはならないど定

h～じjL v亡L、；；：） 八 小作料の形態は，貨幣‘現物のし、

ずれを問わない（第：ri条）。 なお， この定額借地農

べび）転化規定；士， 実は主として米作農民に適用を

限定きれているのであ－，じ ti蕉などのように同

際的害！］当を受けている作物やかんきつ，ゴコナ、ソ，

コ←［二ーなど円多年性作物の主として植えムれた

｜土地iこつL、ては，適用を除外されている〆，： 8 ＇（第 4

条、お；l5条）。 さらに民地改革訟の下にむし、ては定

額｛昔地患の保護規定が強化されており， 第：m条の

規定ト二上jLiJ司定額借地底は農業裁判所代、ourtof 

A灯出ianRelations）の認可を経ないかぎりにおいて

地主から任意に小作契約の解除を受けなL、ことに

h・ ，てし、るが， ただ例外として地主自身なし、しそ

のl直系家族がその所有地を！＇ clら耕作しようとする

トH♂ノ＼
’f拘口， あるし、はその所有地を住居， 工場，病院，

学校の敷地など有効な非農業巨的に転換し上うと

する場合には， 地主による契約解除を認めている

のでAうる3 その場合， 同条項は，地主にたいし 1］、

｛乍設に 5年分の小作料に相当する補償額を支払う

ことを命じてはいるが， L、ずれにせよこのような

条項の存定は， フィリピンの農地改革法の反農民

（向性格を多分に示す一例とし、わざるをえなし、。 ノ》、

' 
［］この条項の存在が地主小作間紛争の有力な要肉
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(5) 75，ケタール以上 144ヘケ夕、ーまでの私有地ーとf;.-）ている三と；土ー汚：，E：＿え ti仁L、小支であるの

、ー
」がこれであるC,UO）。そして，，~－去での私有地，！也J::l士れl分小：l;f-l:1!；定額借地設に転化すると、

その農地がの政的による農地の買収の場合にも，t：士やこれまでの上うにかれらに之L、して浪治主

労働力雇用に某／）く多年性作物や甘薦の農閑であ

る1万台にi士、たとえ 75ヘケタールLスtの#1十哀であ

らと Lても，適用を除外されてレるのである。

'-.,.. ----r""'":、
，，，，.戸－ ' 一）、一、

その穴をJlt!/hるたJ，：ニ政府が定額借地民全ttWrJ

J主内（Jfdi!J.iJ在行江わなくなとぢであ人うー！

その均台、 f;'::一き義務が！J:_L ごくるのであるがマ

農地の買収は無条件で行なわれるの

その農地の定額借地農のすくなくと

) V戸ザ J ー
ィー ｝ 〆〉 ＼、， i也改革問係機問がとくに民地改革いの定額借地長

ではなくて，

も，t分の I以上の文書中治を条件とする（:Ill）（第53

cY:: ｝.との文吉：申請をうけて，農地庁と地主が協議

以下の tl,（｝】があ

I 1 i託業・家）it.良中iの古，pキ及i;E;

に tj-え上 .・！ ししてL、る援助に｛土、

if(, ttてv、ζ｝η

病害i'.JJ除その他のため！ノ〉資余種子、2i 月巴十kL
リ

正胤
u
f

にはL、り買収似絡を決めるのであるが，その場合，

その価格が過大て、あるとして将来の受益者から不

(4）協r,,HJl(,-.: oよひ：販売；：供与，（3）無料法律相談、

僑i立：『｛呆健所，ナてし、するJ長11/J、（5）学校校舎、道路，

農業裁判所が了正当なる補償

この場合の正当なる補償価格

/JIミが／！＼た均｛tにLt,家内工業等c'lイJ ブラミト弓ケチ γi整阪、羽l水、

を決定する。価格i二j、上うたiF(z:H'.f抽象的にL、えif、ーの設置l,1 ,, ',, 

地主の年小作料収入を 6%の利子率で資本選

jじしたものを :J;l;~ と L,

't' J,j妥凶Jに仁｝て ＇1t制借地良がれず（tlJふ経常能力者三

その他の要素をも行虚しぷ地改ザiのJ';2段！析で二：ぷえたときに；t仁めて、

j也二j-Cl）権手I］を侵す三となく決定されなければ

/J, ') /( l ,, i三（耳1sn条〉。

農地の買収価格の支払は士地銀行（Land主！・，

その場介地主は買収

他l怖の l'g1J 1と現金で，残りの 9¥1討を年 6分の免税・

市立公的で受：rとる 3 地主はこの公債を，政府の公

{Tl也vヤH(H'氏物資払i、i「および政府公社（全国開発公

Bank）がitなう内であるが．

f';：えてL、る山である） i ' 

(;U 十でに主h－、た上うに， 1 ( i Iこ｝：政府が現｛E

I: C:'Jミ抱LC ＇－、うび）；土！災地改 :i1＇，：のお i段階てふ＇＞ ',-、

布＇.！ f＇之 i~~ に

' ・三ノ 11r1，、Jノう】；としてL、t，い｝それほどに二の！正iにおけ

るll!=l i常持い）力；士たきL、と ι＇，＇えるのでふる，滋持；に

い J i亡、 7 { I) lて・斗では主だ本来の！：をi也己主前（「i作氏

OIJ,&) I主行なわれていないのであ 2て， i見合：はそのた

めの准備段階が行なわれてし！ノ3にすぎないといソ）ごよ

ふる定衛借地慌の［＇ 1f乍農，',Ti転機に右子！

七／・ポートランド・セメント公社，全国造船・ fJi'-L 

の株式

取得した農地内購入価格に最i%年 6分の利子およ

び分割・調査・登記に要した実費を加えたものを．

25"-FfJ.内の年賦f員選計両をもって受益者に売り波

つぎに農地庁はその

マニラホテル会社）

取手十に巧てることができる。

:li'，＼企リI，マ三ラゲス公計，

設地改本，·， i{;2 段階である定額借地誌の自作~

への転換に，) ：，、ても孫々の条件かiずされどL、る。

良地改革［，（，こおける地主所有地 （fl詩人・法人王 ι）

を政府が買収する場｛・？O）地主保有限！支は 75 －ケ心

受益者の選ばれる際の優先順位は、（1)I日地主

の i等親以内の直系家族で、自ら耕作する意志のあ

るもの，（2）借地畏その他その土地を白ら耕作して

レる現実の占有者、（3）遊休地ないし放棄地につい

tc, それ場什（I) 民 ~Y.i 二ノ，，，てもつぎれ

・,j・ i .. ,J ) t;,, 主うに優先liihfウJゐ規定されてそ、、之、 J

－！しであるか，

(2) i山，J／＇ 勺ザ－ 1［，以上cハ(1）遊休地ts_＇＜、し！次棄 i也

非経済的規模の農場を耕作してL、る前記範
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ては，

!3:5(1（）ペケケー 1t,J以［二 102,1ノ、ケターノレま

(4) [,¥,1ヘケ守－JI,以｜以｝｛ト＼ケケール

私ffJ-也，

での私-r-n也、
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l,しつ、 (4) :Jl,fti汗i't'J槻限じiJ:nn 1・111ーし 15）見：（t

i~ の必要と資絡を考慮しラ 二ぷ〉ィi};f4t(I）十1的f＝川う

ようなぞの他ぬ隔のも（ノヘと tc・，ている（考'il2f;：条）ζ1

買収農地売減 Lの呆優先順位が 111l也tv＞立系J手支払

に与え r',,fi lご」、るこ巳；土， 7 ｛ リ＇：・：.. v1;:uむ己主＿／！＇・

，｝，：を特m：〆）（「三、も川と L.ご i主口 q.；き，，，＇i.でt,；：，八

以上、 7 fリ l二lンしり良地改革川｝'i’fぷ. "・ ・c, 

Jご ，｝） 主要点全日iti:l年民地改：t(,.'tt•J ＞ 規定；こりi' pこi必

IIHしたの Jl1l也改革法i士、 その他にJl＇：業労 f,F)j青山保

護お主び｜沼拓入植にWl寸一る規定をt;;／，レ円、るが，

二こでは省略十ζ〕l そこで、つぎに｛tt也U文7（ι／；込ど

のようにしてれなわれているうヘ その機慌の慨嘆

を説明寸る J

民地改革：，J11J1iCl〕主胞を遂行「ふ政府機関；t;]'t]也

改革計凶l庁／LandReform I汁ojcc1Admi 

呼ばれるが、この機問；土農地i'i' (Land Auti.or1tv人

民主仏什1庁（九日11仁ult山口I(・re山ふ！mini、tr;il1on i, 

frt：：生：，if’I＇七三E~l会 '.Agricultural l》roduc1i¥'ity ('nm・ 

tlllSSlOllJ、七i也印行， ！主主弁護土事務／.，J(( l:licc ol 

A只rarian（、山川cl）ゴlT1.つの主務官庁と，民主税法

f,-,J 03ur山 uof人gr・ultural Eι 

（刊ati【ma¥Irrigation :'¥drninistrat仰がたど会；＼む1之の

協力官庁，公JJcc・t，荒局（Bureauof l'ul,lic ¥¥'orks), 

公立学校同 1Bureauof Pulilic :-,chnnls；なとを （，；ts

10の支援官庁カ，，・，，＆り立.) ・c，、るり とこんで

地改革全体を出血｜・実随・統制する最両機関；土全

国民地改革審議会（子fationalLand Rdorm Council) 

であるが‘長iえは農地庁長官が兼ね， 1寄誌会委n
は良業伝用庁、農業主I主性委員会？ i：地銀行，主

主弁道上事務局の長官および l:7，の野党代表をも

｝てf存F立されどいふっ ＇~1也「ra ，ト 11: miJ 1t w r1n rr 
/Land Tenure Admini、tral附けの後五fであ I), u也

再配分，自作農民I］設計p!Jlの実施に直接長任をも＇），，

設業信用1+:t以内fJ内法業f,i f1i • ltH,,J祉｛，－ 余岡、防
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（，＼（＿、川、A）の後五fであり、農民にたL、す石f;;j日、協

i,,J組合管理の責任をもっc 農業竺産性委員会i士、

農業普及応および i,Ji去省小{1':ffiijffi'委員会の機能を

引き継ぎ，農業技術持及活動に責任をもっ。民業弁

道上事j：主局は小f1調停委民会（Tenancy Medi日11011

（川11川州ion)Jlf昔、%＼されたものであり，民業故,Plj/リI

において定千百HrrJ由民， ！良業クj’f1i)J宥， 1'1作成ぴ〉弁護

:11N:',t;1Jを来た「ことをJを務・5H t) J. してL、る。 士j也

JlH1・1士哩 政府のttJ;Q,,Ij~1りのための資金供給機関と

しご‘ %Jrfこにi設立さjした也のであるつ

設J也改革の只f本的t.c実胞のために， 全国民地改

不安議会の下に地域農地改革委民会（RegionalLand 

R《Jonn( ・りmrnittceIが［泣かれ，さ人にその下に農地

改革実胞子ーム（LandReform l’roject Team）カ；/f',' 

かれてL、る。 この農地改革実施チームは農民と接

触して農地改革の’夫施を推進する紋下部の単位で

あ Jふ》そのために同ヂームは，農地改革の実施に

必要なμ問査を行tr.L、、テーケを蒐集 L., t&J:f:Cl、＇・吉

兄を1佐；（J:ti克rるi仁ど噌 多方而(1）任務を負わ iJ.tてL、

る＂ブィ I）ビン全区j（士駐在：iL'＞のl也主主；二分じられ，

り山地域農地改革委員会かぷfi'i:・＂れていあ【 ill:l¥

民地改革＇Ji:胞子ームのりハーす一る地域範凶は Ill]'

(munici1出 lity）を基本土するが，ときに三 tr. 'v 、しそ

i l 以上の町を力パ」する均台もある。地域農地改

革委員会、民地改革実施チームのJJtftとι， その

.k:；上農地庁の代衣が当てられており、 その他に農

業iii用J-'f，農業生産性委員会， 上地銀行の代表音

が構成メンバーとたず〉ている。なお，農地改革に

従・j::j→る政府職iJ., 民間関係者の養成のために；：JI¥

練所（ThePhilippine Land Reform （冶nte1 for ( 'on 

1inurn記 Education）が設問：されている。

('iJ) Conrado ド Estrella, The’Jlc!lwcrati, 

,111訂正 •r:r to thr l'hili／ψine /¥grarian I'rohl，’m (Ma-

ni h,, 1969), p. 26. 

( /L 2 ) Jeremi出 tr.M川 1tem句 。r,＇‘Progress and 



Ⅱ農地改革の実施状況
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屯・ 1ti/;' ~れど以来、 !hi政権の任期末であ石 iリ（；日

午 l'.'JI -k主てに以I"のI三町が農地改革1＜としてj室

主・イ11?fさjL／二（J,i;-0111人jはJH1'，）仁

l!)(i1tfF心jj l ri －／＂ラリ 7ノレ（プラカン）

H JJ 7 11 寸トン・ルイス（パン，＇.＞ 1／），ゾj

ノ？ン（ 7.二Eノ、・工シノ、）， コンセ

7 じ Clン （7 J［，－ ラヴ）

1 %f'i{j :l JI '..!,l [l イラ二、ヘルモ一千， I＿：＂ヲン、

オリヨン（ノ、 ｝7 ;, ) 

ろJJ'.!7日 ケェゲ（パ； --J／－＞十ン）

バJj17 l I I／ン. : 1[, 行 I）ーノ、

fレホス、 l／－ン・ア L

nト；.，；レペ）

＂←ア I←，，、，

この他に特別【，＼phf地域（政応援JIJJを究中することに

上 r , C, J也域内の.II；分；］、fl撲をffJ｝に定額借地日tiこ終iJ 

,':'¥iる） i二 Lて、 ブヲ力ン州f 1）ラン町がtt'l'itさ

れたの ここでマカ y : If ;J.，大統1：；~期における農地改

,'i',:c11実組合要約すれば以下のとおりである。農地

111,(_ii',:[.,(,J-3主び特別計画i地域に含まれる米作農民数

I ) j:{860，紛れ：函綴：t万51打ヘケター！L--, 畏i也改

午前におけるがj分小作農数 l万0291, この農民数

のうん 1%5年末に定額借地農へ転換した農民数は

:17おらで：＼8うらlこすぎt;カ、， pfこO ところで， この：mi弓

の良民の内訳をみるに，登記法のものは8%(2:u 

%）にすぎす，文言契約は Lたがなお未登記♂）も

のt,H,t(1問（山 ii頭契約のみのもの＇..＇. 205(58.5%) 

となっている。口頭契約だけというのは，地主が；
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rs~·ドIJ所へ c-i契約'i,j'.

るo かくて，マカパカVレ施政の末期までに裁判所

J 、山登記を完了しご真仁定額借地農へ転化したJJミ

民の数は，農地改革区内の刈分小作農総数の 1書1]

l二i,達し！；かっ lにので点J 。 し点、も，ニハ時期に

中川、て政府が自作製創設のために買収・収用した

幾地は皆無であづたの亡、あり， i定額借地農計！拘！

もかろうじて表面をふれた程度にすぎなかったi

Cifl〕といってよいのである。

ところで， 19出ノ：Fにマルコス政権がずと足して以

降，農地改革IKの範囲は急激に拡大し， 前政権下‘

仁おける町単位で ell農地代草区山布告iL マJoコ

ス政権下では地域単位の布告に切り換えられた。

Htゴ，その実施状況を九ごみよろっ

1966年8月5日 パンパンガ第2地［又（アパリッ

卜，カょグパ，アヲヤ ト，マノ、ヲ

カット，マガラン，メキシコ，サン－

Yェ1レナンド， 、ナリン‘ナン.> 

モン，サン卜・トーマス，什ン，， . 

fナのii国r)

l(lfi8年九月 1:¥I I Zエパ・ヱシハ州北部および

南部地区（ギンノらキャ抗ナ人ヒ

クアン，クラベ弓、サント・ F・;:. 乙，

ゴ，リカプ，ケメ J，ム斗ヨス，サ

ン・ホセ．ゼネラノレ・寸デ fどゲソ

ド，カビヤオ，サン・イνドロ，サ

ヲゴサヲアリヤヵ二ハ工／，サ〉・

アントニヨ，サンタ・ローサ，サン・

レオナノレ 1：，オモンーがボシ， ラウJレ、

ノレラネラ，カパナッアンrfの22町

［行〉

この他に1966年， 1967年にマルコス政権はサン

ゲ・マリア（パ〉ガシナ〉），ピラール（ォ、ホール），

リボン・ポランギ（アノレパイ〉， ナイク（カビテ）， ド

ローレス〔サマール〕の 5町を特別汁画地域に桁定

42 

しているc そごで 1961年6月 1日以降1968年 5月

末までの累計実績を要約すると， 45農地改革区，

“特g1J,i十！両地域に含まれる米作農民数8万32%、

耕作面積20万5888ヘクタ－Jレ，メlj分小作農数6万

川 'l7のう九定額借地農へ転換せる農民数は附：＼5

(16. 2'X，）であったのただし， l農民で複数の地主

左契約を結んでνる場企ぷあるので定額借地契約

数；土 lJj()'.131111' (17.肝心であった。竺のうち登記

済のものは2799件（27.1%〕，未登記のもの 2360件

(22.8%），口頭契約のもの5172件（50.1%）とな／〉て

いる。 1965年末にくらべて口頭契約の割合は若千

低下し、登記済契約の割合はやや増加している。

しかし，裁判所へ登記を完了して真に定額借地農

へ転換した農民数は，農地攻守ζ｜ζ内の；，（lj分小作農

総数の 4.6%にすぎず，その割合は 1965年末にく

ムべではるかに低下しfこのである。なお，農地改

革実施チームの数は， 1965年末の 7から 1968年 S

）！末現立には3［に増加した。

!%8！ドリ月 11l iにはヲグナ州第 1地区の 12町

（サン・ペドロ，ピコヤン，サンタ・ローサ，カブヤオ，

カ7ン／： ］］ ラウ fン， いえノミニヨス，ノミ f，アラミノ

ス，サン・パブロ 1Ii，ビクトリア，ピラ）が農地改革

Kとして選定・布告され、この結果町数は 57に増

加した。 1969年にはいるとマルコス大統領は中部

ルゾン全体を農地改革医として布告する計画をurl

えはじめたが， これに対しては限られた政府財政

資金を支すます薄くば九まく結果になるとして，

多方面から強い批判が行なわれた（注2〕。 しかし，

マルコス大統領は同年11月に予定された大統領選

挙戦を有利に導くための重大な布石として， 1969 

年 6月には63町を新たに農地改革区として布告

し， その結果f日1・ 120町が農地改革区となった。

他にリボン， ドローレス， ピラーノレの 3町が特別

計画地域に止められた。農地改革区 120町のう九
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二ムL --, ¥... I;' 、F0 '.!K'.!:I件（5fi.町ら）

f千ill}上りはせ；義c-'J,!11'¥f¥;L--ヅ v JU2J1{t.て－1d・.

（特5]1J,j¥i向fJ也域）

(;t) 

盟主イマム＇ Cllt'｛，、地であ iJ,j、作民比，f,nきわめ一＼

iこjぎる場｛，があるので，契約件数の数・tを下［11］る）ケ＇cヲ Y,H'i -H-1 rJ ) ; iた：ンパンーI/、「「 1、っ、弓 1,
'"J、 J 〆、

なお， Jl)()(Jffl2}l現在の累μ十な11、.'tこのであるつん＇：： ・Jーペ；山[Hfj，‘良j也c文可，＿r;z：として｛fi;1; .'¥ ,i I Cい

数十ーでは，農地改革区として布行された町数 I:il, たf二地主勢力の）え対内機X!!hスエパ・工 J ハ一一7/c)υ 

農地改本実施チーム6Sと拡大し特＼JIJI；十j)hjj也j或：l,）十｜がこ，－＇1n主，，＇,i；でし、主だにすて町数しり 77＇：｛， までしかり

なおフィリヒ三ノ全両の田I数が 1400以上fこ!J'；山、、JJU也改革；jミ施ノ〈ーしえていなL、点は注目をひ、くり

はるかに限定された規模であることを？？えると，その｛IpiJ＇率；tヵ。な；〕チームグ〕数；i士山に達したが，

の低下を示してし、る勺 昨年 8J1終日の農にしかすーぎなし、ことがわかる。

地改革法制定 G周年の記念集会で農地庁長官が述良地改革民および特号IJ計画地域として選定され

んに表面‘をひっかきはじめたJ(;I 4 J程度にすぎた

いのである。

(ii:) 単純に算術平均をしてみても， l 農地改革実

施Fームがカバーすべき町数は2ないしそれ以上に達ー

するリそして 1町平均して20以上の村落（barrio）が合

まれていることを考えると，農地改革実施チームの活

動能力は限界にi主Lているどみて差し支えないであろ
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iた7 ィリピンの農地改革事業はラべたように，土井ft

メI］分小作農数は117} 

た l'.23町に百七れる米作農民数は u；万57-14、

而積は：l7万79¥J（）ヘケケー il--,

中部ルソン地域の内訳は第三去のと1941であらっ

農地改革実胞の重点均：この地域におりであるが、

置かれている事実がい J jぞう確かジ〉九れるであろ

ご／レコス大統領l士l川リ年末の大統領

u 

どこ 7，ーで，
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第 3表 !J也銀行の差是癒取得状況（ ]()f;Cj年1I Jj 15日現在〕

d1 有者・農 i包 1(, 場

1. Simeon Evangelista . 
2. Amado L. C巴 tillo ’

;,i, Manapat Estate (et. al) 
4. Belen V da. de 孔－1anapat
5. Soledad Magsaysay Cabrera 
“＇ Jo油 Viola
7. The Roman Catholic Church 

l'roperty (Sta. Igle3ia l・:,tatc) 
c<. l<.amona S. Trillana 
9. ¥!analoto Estate 
10. ¥',dero Estate 

Plr 

アラーヤソ

γ パリッ卜（パンパンガ）
ハ に ン（ヌエパ・ 1 シハ）

ン 夕、ノベパ L パ l ゲy

rラヤヴト（ノ二 L ハ＞ //) 
！十／ヲ・クノレス（ヌェ，、． 仁ンノ叶
り ピヤオ（ヌェ，、．てンノノ、｝

／、

11 

（出所） An Annual Report of' the Lane! l>a叫 YY!.968-1.969 (Manila, 1970）付表。

う0 ::I:.た第3地域農地改革委員会（中部ルソン）の長

近の報告書は，すくなくとも lチーム，1，，たり最低1人

の法律担当者と融資担当者を任命・配慢すーへきことを

い1：＇，・しているのこのこと点、 1・，すふと、；千 fームの編成

; t .t fこまだ法律の規定を）11！こすに？で｝〈！、ないことが

!Jilli 1・る。

' 1[, C1ス政権下におけ之、と地銀h，勺農園取得状

況は第3表のとおりである。 これによれば19的年

1 1月15日現在における買収農園面積t土台；；＋ 99Hヘ

クタールにすぎず， 買収予定面積11州ヘクタール

を加えてもようやく 2000ヘクターノレに述ーするにす

？ないっ この数字をマ Jcコλ政権の氏l也改革4カ

：ド，JI向iにおける買収目係（1%6!)7～ 1969/70会計年

I｛）約“万2600ヘクタール（こくら J よit(J'，あまりに

け両｛ftJれの実績というほ品、はない｛ ーとの主要理由

の一つは，土地銀行の極端な資金不足にある (II5）。

貿収した農園もせいぜい最高 200ヘクタール， 最

低：-ioヘクタールといった小規模のものにすぎず，

しかもそのほ .J::んどがノ？ン p'. ンず！？けのアラヤッ

l、、 カンダパといったff，安状況の極「立に悪ャ地域

に位10:しているo このようた情勢の下で，この地

i戎（／） ,J、地主i土，政府のキfl、＇11ii'ii舶の補償（ヘクタール

当たり平均3380ぺソ） と引き換えに農地を手放して

いるのであるじ同）。
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〔/1:l) FAO, The Philippine Land Reform 

I’rop;ra川， WorldLand Reform Conference Country 

Paper (March 1966), p. 10. 

(,12) 1%9年 1月f：：.案者が月llili一人 FI. fごた公関

与j;', i: （守 iプ版）の 1節は J ) -~ ,I Y仁 .－1に，f－＜てい

「二 ！） 以内言？の第3鮪は， “’＇i ／可n45しりt'kJ也改革

！川上；十，災地改革；事業会fこんにliZ.tij ，，ぜらだけで

:{7(）／；二ソ l 必要とすることを1i;I.!. ::.,1.1金依がキIJ

/H T,J ／犯とは J 》ていないからには，さらに59町を農地改

,'flどとしごjQ/Jii布告すへき l'jl_111がどこにあるであろう

か。た際」：，より多くの地域を燥地改革1:3.:に転換しよ

うという考え力は好ましいし，また注目すべきことで

あら K しかし，現柁耕している農場が畿地改キー阪に恥；

均 ι らこ JIiii干させられた農民！；； It 》＼ J イ＼ .: J;＇、て

収 l{f・＇｝ 此定行：吉本来の計画が実視し I,:.、とわ主・るとき

に，い fいとんな利益をもたら Jごあ；・， ・jかじこの

ご）阜、 ιf:, f心理的影響とい＇）／；：＇） it汁川yて有害

なことか判明するであろう。」また，准者は， 同様の

Jl11.1!1から政府（農業天然資倣省） rn在のなかにも批判

があることを，当時現地で確認することができた。

(it 3 ) NLRC, Land Reform Statistical Digest, 

Vol. IV, No. 1 (June 1969), p. 2. 

( 11 ,J) The Manila Times, August 8, 19的．

(d5) ／？を地改革法は土地銀fjに15億へソ 0J ifi金額

ベーJ"2'J・ I. v、るが， 1969年11月15H j克{i九二tiけら土地

封1i j ,1）’（（ ;!?: ( J弘金）総額は1362万べソ lごjきな h j た。

(,¥n ,111nual Report of the I.and Ifonk FY 1968-

1969, p. 10.) 

(il: 6〕 カトリッグ・サンフェルナンド司教管区は



Ⅲ当面する諸問題
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＇；ノグ ・，可i下lて↑る f:):;_, I町イI1111 f) 10: l リヌ んを民

J<.:,:1_持斗，，［ 1111lこIr ・ ~ ・ " 1!1l ifj I . )~ }ii I .1 // , 二.： i(. 

ノドー”ノレ却Ei!/L，りv；、「 r ! . !>JL: 

, IL ;,;(j 1・1ι ー先制。：：• , J ~. ll''i Jr，υ11-; ・Jrfl J ' I ,',°,' < 
,HI円rl f 守ろ （The.¥hwila ( 'hrn11idr, October 7, 

]'.lfi9.,, I んi I , ,・,,11ν：f_;・ ；ノ·，，•，·々） ~--; 11_; :rt L、心／

: I：叶ふ； IFr 1:-i,: －＇，；↓ t ifl Iこニセ／1 ,,: ' lHJ: 1 1: / 

-i 守 , . I- r J ,;, ：工；＇t' I ' ' 

皿 、竹［日ずる，；丹l,11,J;1出

JJl.1r,n , ,-リビン，n民｝也改革ぴ）＇U在i二itきj下lh

て大きたIii｝：’汗／）：七つ；}J＇，ており． 主／こその’Wiiiiに

fl'-＇て惚作で［ ti離な｜問題が発生示己ト二 J戸汁て L、

るわその J ），＿／）＇主要な問題は民主公融と l'r'.-li車して

L、る 什日こブイ 1) I：ηンの民｝でとくに，J、fH'liこと

ところで，農地改革計画によ， yてがj分小作農が

定額借地農に転化した湯合、 一般に地主はそのノト

作農にたいする1，＇＼＂用を停止十る。その場｛干，この

い取は民主＇－ t,mのみならず農民の生活にと ＇） て不

11f欠の郎分をなしていたから、 その停止は小fH去

にとっ亡深亥！Jな問題を提起するであんう υ そこで，

もL政府が定額借地袋への転換を真に成功させよ

うと荒むなんば， 地主にかわって政府が農民山生

内：'tt{f:' 1-J,r,・資金をJ!?cぷLなければならtrい。そ

の実現性がはた Lてあるかどうみ叫h良地改革山川3

1段階を｝求。Jさせるか否かの力不をなすのである

カ～ 主はそのi与ti1Eが卜分に｛（tr:しなレところに長

大な1:JJ題が発生Lているのである。

小説にたし、ずる政府内金融機関である民主f,';" Ill 

って、地主；士主要，＼U肝源泉げ〕‘っと ic ，てし、 6. iJニ（i¥(λI(/J財源不J.J.':,危機がIll↓ばれるように t仁っ

たとえば、 I）＇二ラ・ソケミラ〉；こよみ＇ Plil；んゾン て／；川＜＇:i＇「でに夕、：.. ＇，、。たとえば，－~llli＆有tit,tそ

内農村長l司有企みてた司 j()fi：！作物午！主に小if'民の9'.! 山た胞に伴う小股.－，山貸付資金客員として l;J能べ

%か負（古一号イ， -, ・c ＇，、ることがわかるか、 その%台 、F；士！＼CA；こ古1］り、＇1ぐることを｝持定 L・c，、るか、

川信用ilJftJドJ.［コもにιのは地主、 1¥'r,j人司 ／：； fllfi ：ノ／） iリh7川村会，H一年度上でに t,',＼、込まれた伝桶はわず

り、 I_ iJイ＇ f_！＿｛占五三官[i,n:r，＂：， を地位／，• :,-~, J-λ 、〉 かに約：l~！（）（）万九ヅにすぎなか〆yfこ1,141,, ~地庁長

↓） I仁】 ピII , ( 上、ヰ，rm,0 ・/ > （！）小fl，民；If.i. fi't山。i ’店こストレ！！ャ；土、 農地改革にJハ、て当rfoする長

分山 lをj出J:i;,i，，コけのこ合商人・：：＇： ifcijfj' ／；＇九 大山問題は財源不足であると述へてL、るか： I :, , 

11；，ぐれ；）司 税1J」ベコ隣人lftl,/ J負依はとど3にj己；jなv、 ！！月曜はそれJ f二けにI上まらなL、o ACAがその資_'.j';,

L Jlとしごl、るがl I 2 ', これはどいた、、にρL、ど 合出 t(：二nし付け；る場合，その主要なルートと

中部ルペペコ市／；［； 11.，、ノ〉山実態ti；、に；；；う 4》♂ノど 江ど｝のi土｝也方末端の良業［潟ドi）組合で、あるが，，王it 

λてよ L、v'l

主17:融機W-1ぐ一ア i' :JI二α与「1J立鋲i一j、｜射写モ銀h）λ子一」般i存i あ4主 (19ti7/68会』；＼年度にJ占し、て， フfりピン1三f本のE

1長f長行忌） ,:, ＇、；土農付金 1』行！ruralI，山k，，農業協同組 ！お数日仏純白員数；：l(i万人であるが， これらの総iiのう

(c;- 1＿］•＿：＼（け：＼ L\, Jう＇.－，受 r.-Lう－：＇.， :i：、客w；上きわめぐtil'11_ I，）＇：際に機 tiをしているのは企H,：のがJ4却を・t：める山川和i

々たるも J〕i二すさ，＼い～ ブイリヒン米f1段付にJ; ；＇＼＇にすぎず， Y民りは大部分が機能停止状！~にあると線（う

ける農家経1汗は農家負債を組み込／レ J二かた人じり11 されてし、る）＇ :i. 6）。し たが.，・c，政府が ACA・店協

環して 1ぜ、るとみごよ L、であんヲれ とくに小fr二！主 主：通じて定栢借地底に資(i；：を流すためには， ます三

ノJJ斗什にitiえ（古川取としと内！也：主し＇！ Jlt’,t;:1]ft無視し その（iiij廷として良協を再建し新｝［支ずることから始

えに，， ' 1, i）んl.J，ζ 乙 めis.ければふんなL、。そのために政府は農地改革

4ラ
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五局i,[[・ 11引において農協の内建・新設；こIf品、優先順

位を与えているが， それにも多大のlギliiが予想さ

れるのであるは7）。また，政府i土、このACA・農

協のほかに農村銀行の利用を農民に勧めている

が， この銀行は本来地方在住地主の潜在資金を動

員して設立されたものであり，融資には実際上担

保を不可欠とするために， この機関の利用者は主

として士地所有者か地方資本家に IIJU，れざるをえ

ないのが実態であるPE8¥

この上うな条件の下にJ川、とはラ ；~J也改革！玄の

刈分小作農がたとえ定額借地農へ転化したとして

も， その状態は昔にくらべてかえって悪化するこ

ともしばしば起こりうるのである。メI］分小作農の

場合にはともかくも地主の庇識の下にかれらの生

i山土－＇.d＇.：の水準に維持されることがでさた。 しか

し、カミれらが定額借地農に転化した場合iこはもは

ヤ昔の上うに地主の庇護合求めることはできない

し， しかも ACAの資金保JJJJかト分でないとすれ

ば， かれらはけっきょくにおいて商人，高利貸の

高利負簡のくびきの下により深くとらえられざる

をえないのである。 ACAの融資は， 1966年 1月

かん llJ州年12月までの期間にら万川町人に与えら

れてL、るが， その場合の貸付金額以 i人当たり平

均吋＇.J4:'iOベソという小額に干ざす＇・ 'i 9 :, しかも

ACA はその前身の ACCFAが貸付民民の償還率

の低位によって機能不能となった経験にかんがみ

て，融資対象農民の選定にきびしい条件を付して

し、るために， 今日ではますます一般農民に近づき

にくし、ものとなっている（しかも，終協の生産資金貸

付のゐJf了の年利子率は，農村銀行引いjじ12＇＼.｛，が要求され

口、るいまたこうした資金を得るぬ｛；＇でも農民は農協

職Li:J・人＼lli賂を要求されるのがふつうである） (,U旬。

そして，この J：：うな事態古見越して，せっかくそ

の地区が農地改革区として布告されたとしても，

46 

メlj分小ft：設は定額借地農に転化することを臨時す

るL, 士た一方で地主はこのような農民の不安に

つけこんで、 がれらが定額借地契約全希望するこ

とを押し止めるのである。「小作農が農地改革計画

に参加することを喜ばない一つの圧倒的理由は，

地主がかれらに与えてくれる借用の容易さが政府

によって代替されえないことを恐れているからで

あるυ かれらは，病気とか死亡とかの緊急事態に

際しじ地主からいかに速かに金を｛昔りることが

できるかをとくに語っている。農民は一般にお役

所式でなく受けることのできる融資にたU、して

は，暴利をも支払うのである。」（日11)

農地改革区における定額借地農の借用源泉に関

する…調査は， きわめて興味ある事実を暴露して

¥ '0,, f彩4長によれば，抽出調査農家数日（｝のう

t，約22%が ACAの融資を受けてし、るにすぎず，

'14 'i(，に達干る 116の農家がその他の資金源泉 (lat也

i, q,nu商人， 小売荷人，親類が；宅まれる〉に頼って

いるのである。オルドニヨは，この事実からつぎ

第4表農地改革区における農民の負債源泉
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のような問題を指摘している。（1）定額借地契約に

もかかわらず， これら農民の農地改革区布告前の

旧地主にたいする忠誠の念はいぜんとして3郎、こ

と。 このために地主はひきつづき小作農に援助を

行なっていること。（2）この地域の大部分の農民の

経営は零細で負債償還能力に乏しいために， ACA

の管理信用計画の対象たりえないこと。（3）この農

地改革区の農民のうちには旧 ACCFA時代の農協

融資を返済していないために，債務の清算要求を

おそれで ACAからの新しい融資を避けているこ

と（Ii.I九この調査は，形式上小作農が地主と定額

借地契約を結んでいるにもかかわらず地主小作関

係の実態はいぜんとして旧のままであること， し

たがって農地改革の下において定額借地契約がl下l

い小作関係の擬装的形態にすぎないことを明らか

にしている。フィリピンの農地改革は定額借地農

を自由独立の農民像として理想化して描こうとし

ているにもかかわらず， それは実際上紙の上のも

のでしかありえない。

しかもまた，定額借地農に転化した農民のう丸

から，ふたたびもとの刈分小作農の地位に復帰す

るものも出てきている。 「サンタ・ローサの町で

は，農民は資金不足から自発的に刈分小作農に戻

ってしまった。地主は農民たちが定額借地制の放

棄を確信するように仕向けるために，個人的財源

のうちからかれらに融資を行なってきたJo(/i!3）攻

府が農地改革区の布告ののちにおいですらその地

区内の刈分小作農の定額借地農への転換を法律の

規定どおり強制的に行ないえなL、背後には，政府

の資金不足とヤう現実が存在しているのである。

そのために，フィリピン政府自身がその制定した

法律を自ら踏みにじっているにもかかわらず司 最

近におい亡急速に農地改革区の拡大をはかヮてい

るのであるが， その結果は農民の政府にたいする

失望，不信感の増大としてはね返ってこざるをえ

ないように思われる。

つぎに現在生じている重要な問題として指摘し

たい点は，農地改革の実施過程において地主・小

作間の紛争が急激に発生・拡大し， とくに中部／レ

ソンにおいて農・村社会不安が著しく高まっている

ことである。中部yレソンの刈分小作農が農地改革

法の規定を手がかりとして定額借地農への転換を

地主に要求する場合， しばしば地主の用いる常套

手段は小作農にたいする援助停止，土地からの追

放の強迫，暴行，傷害であり，また犯罪者として

裁判所へ訴えることなどである。 とくに最近にな

って，小作農が収穫物の一部をごまかしたとか，

あるいは地主にたいして暴行を働いたなどの口実

で，裁判所へ訴えられるケースが多くなってい

る。 ところで，農地改革法によれば，農業弁護士

事務局の弁護士は民事については無料で小作農の

ために弁護をなしうるが，刑事については小作農

の弁護を行ないえないことになってし、る。その場

合，小作農には自己の負担で私的弁護士を雇うほ

どの経済的余裕はとうていありえないし， また裁

判は 1年から10年にもわたることがふつうである

から， そしてその聞に地主側からしばしば強迫や

嫌がらせが加えられるのであるから，小作農にと

っての精神的・肉体的・経済的負担は想像を絶す

るものとなる。 しかも，地方におけるあらゆる政

府関係者， たとえば州知事，町長，警察署長，保

安官， 裁判所関係者（裁判官，書記，弁護士〕 自身

が地主であるか， または地主と密接な関係をもっ

ているC,Ll4）から，小作農A古川一つねに裁判に敗れるj

川 l5）といわれるのも当然であろう。そして，この

ような環境におし、て，小作農が地主にたいして法

の規定する当然の要求すらを容易に主張しえない

ことは， われわれがこれまでに多分に見閣してき
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4, No. 3 (Sept. 1956), pp. 398～399. 

（注3) Alfredo B. De Torres，“ An Economic 

Analysis of Tenant Farmers prior to the Declaration 

of Land Reform in Calauan, Laguna, Crop Year 

1966-1967，＇’ The Philippine Agriculturist, Vol. LIi, 

Nos. 9 & 10 (Feb.-M紅 ch1969）.をみよ。

（しと4) ACA, Annual Report FY 1967-1968, 

p. 70. 

（注5) Estrella, p. 50. 

(.t 6) A仁人 p.4:l 

〈注7) ACCFA時代に幾協の多くが地主支配下に

障壁かれて小作品主搾取の手段に使われ，また政治と腐敗，

,r_;ff：号、＇）るつ iJ 上った／~ ；.のγ－，今日なれ農民：＇） !,"; f!Jを

回復することは符易ではない。今日でも FACOMA

Kい号言葉は， 7 ィリピン農民の諮数のうちで｝もっと

I, ,,y判の巴＇・. tのの手つ十戸ある。（Montemayor,p. 

205.) 

〈注8〕 Montemayor,p. 215.拙稿「農業金融」

(Yソィリピ〆 jl金融と f行本移成』， f ；ア経済併究所，

昭和36年所以， 119ペーが〉参照。

Ci主g) NLRC, The Philtρρine Land Reform 

I'rugram 196/i 1969, p. l瓜から：Oil¥. 中部Jc. I ＞地

区では， 1969斗6月30日末主での J¥（一、A の倣資＼；；［！t「討
はl人当たり400ベソに達していない。（RegionalLand 

！ミdormCommittee Regiりn111, Consolidated九，・j>ort

1111 fntegratιl [,and J<c/,,rm OJうcrationsCo.・ering 

the Month of June, 1969 and the FY 1968-6.'J, 

しUO) Jo世 W.Diokno，“Legal Aspects of Land 

Reform: The Central Luzon Experience,'' Solt二

darity, Vol. II, No. 8 (July-Auguは 1967),p. 9. 

(il:11) E. J. Tavanlar, ＇‘L叩 dReform, Yes But 

Not Enough，” Philtρ,Pines Free Press (June 3, 1967), 

p. 12 

(ill2) AくlelinoV. Ordoiio, "Agricultural Credit 

in the Land-Reform Areas，” Economic Research 

Journal, Vol. XIII, No. ・1 (March 1967), p. 248. 

CU3) :llanila Bulletin, Septeml,cr 22, JC!6時

（注14) Montemayor, p. 207.地方裁判所の裁判官

F地主との一体凋係の事例ぞしては、 Diokno,p. 10. 

t・:t,'I日。

（注15) Estrella, p. 49. 

（注16) 1967年，力ハンの小作畿の指導者が地主と

の係争4に殺害されたが，その妻lt弁護上に［（，jかつて

「もし夫が法律に訴えなかったならば，おそらく今日

も生きていたことでせう」と述べている。（Diokno,

Iλ7.) 

（注17) FAO, The Philippine Land Reform 

Program, p. 13. 

（注18) プラカン +IIプラ現デパ冊jの事例。 （Philip-

pines Fγ・ee Press, Jan. 4, 1969, p. 29.) 

（注19) Bruce Nussbaum，“Miracle Rice and 

Land Reform," Philiρ•Pines Free Press (November 

29, 1969), p, 38.およひ PaulRosenberg，“Hacienda 

Alvarez，＇’ The Philippines Review of Business and 

Economics, Vol. V, No. 1 (April 1968）ーの t興味ある

事例を参照せよ。

（注20〕 第 3地域農地改革委員会による全国農地改

午審議会宛公文書（1970年 1月24!1tt）。

む す び

ところで，以上のようにみてくると， フィリピ

ン政府がいったいどこまで真剣に農地改革を実施

する意図があるのかが疑問とならざるをえないで

あろう。すでに指摘したような不完全で問題の多

い立法すらが，財源不足や地主階級の反対のため

にほとんど実効をみていないのである。 「地主支

配下の議会」において、 ともかくも農地改革法案

が通過した基本的理由は，農村社会不安の激化を

おさえ体制の維持・温存をはかるという支配階級

の利害であり， いわば「必要悪jとしてそれを認

めざるをえなかったからであるo したがって，法

律の制定とその実施とは別問題であり，情勢の悪

化がその階級利害の校幹にふれないかぎりは，法

律の実施はできるだけ引き伸ばされ， サボタージ

ュされさるをえないのである。政府の高級官僚自

身その多くが土地所有者であり， また政治家や地

主階級と花、技＝な関係全結んでいるかぎりでは， か

れらに農地改革実胞のつよか熱意を求めることは

困難であろう。かれらの大部分はその地位を「た
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ずる小作農・貧農のつよい不信感と幻滅があると／，ノなる職業として個人所得の源泉としてj(, lいみ
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fあらゆる地主所1f地の即時没収と農民

，、しりJ!¥Ht宅配分J'I t，、：t’rn1げたことは I主［！さ ,flおり

1}1 ,';[, ～ノンにJ交ぜらバLた政l(fvJ農地改革事業♂〉

」｛i：土しだいに大さな波紋をひ、き起こしつつある

のう fノlこ'=-;Ji,とと f,fここ

htでたりをつ、：：：：－ ,-hぐいたフケ町（人民解放軍）山

「呉 ，＼／ii の余地なき／lf~J: 1' I：，，が：認め 1・,;j I. ,,Sにすそ， l

くさい紛争を発生させているが，

地主山 fト作農lニ／：＿＿ I，、十る暴力にはワク同i士.il¥
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地改革の継続定地土軍事汀に上ってはた Lてどこ貧農にどって唯一の社会的正二誌の実現としてとふ

この点；ニj,;JtjJ;Jt主 C-/JjJえさることん‘ Cきるか雪

山関心の主主大の焦点があみ。

このようは Y ケ匝のi出えムオLてL、るよ勺である。

（バ I) Montemayor, p. 210. 

「ii2 J Diolmo, p. 8. 

( ii '.l) l¥fanuピlP. Manahan，“ The Proぉpecbfrげ

Land Rcfoγm," So!iclmity, Vol. II, '.'lo. 8 (July 

Au耳目、11967), p. 12 

(i¥4) 1H/1¥-防衛不とはj也J_r.,rt'銑 fるそ L、－・， ,', 

( I マィJ名持な職業の新！ト名前ごあろ。_J (Teodoro 

L. Loe討in,Jr. J‘What's Going on in Central Lu 

zon i＇、Fhilippim’sF,ec Press, Jan. 17, 1970, p. 10.) 

(1i. :>) The Chall什 1ge of Central l.uzon’ 

H，’／＞ort hy the ( 'ommitt，γ on 入＇ational !)ejrnce 

and ふ•rnrity （五Tay1967), p. 47. 

( ii.“） Thど λlanila( 'h ronidc, Feb. l :;, 1970. 

動とそれにた句、する民衆の支援を封ずるために，

政府は中部／L-,ソンに同軍・ i豆警の役入を強化して

そのこ土 Jう、その徹底的鎮圧に乗り出してレるが、

主たかえって一般民衆とのあし、どに j雫僚と反ロを

ごく最近に

な）て政府泊二南ヘト十ムの戦略村汁陣jに頴｛以Lt: 

「村落防衛軍」 1,,I 4 jを中部Jvソ与に設位するにす｛

びき起こす新たな要因となっているつ

0t村における情勢がL、かに恵化しつっfここと；土、

a つあるかを示す一指標となしうるであろう U

1%自年l:_; I] ：＿；仏日決定とされる 7 ／リピン共産党ぴ〉

fからの臼也革命を 4γlて古民を結－Ii、新綱領；士、

（十目的 本稿に干tJ)ljした最新の政府関係資料について

は，調査研究部梅原弘光氏の蒐集に負う Eころが大きい。

Cv耳合｛,Irヲ，t.m:r H,ii 1tri1f究民）

1[1終的

に都市を奪取すると，， ' :, tf：凶革命）j式全iリi確に打

らtl¥tーに至.＿，て，， ＇る c フケ団i土フィリピシ共産究

し、武力闘争手段に .t•）て誌村~解放し，

こび）1示｝IJ

内戸＇J:.JJ背後に政府内虫：llliiY，，：：不実施♂J不徹底にfこい

ラ0

の農民組織の地位にあるとみられみが、
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